
令和 6 年３月 29日 

建 設 局 

 

 

都立明治公園整備・管理運営事業における認定公募設置等計画の変更について 

 

 

 このことについて、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第五条の六第一項の規定

に基づき、下記のとおり変更を認定したのでお知らせします。 

  

記 

 

１．認定計画提出者  Tokyo Legacy Parks株式会社 

２．変更を認定した日  令和６年３月 29日 

３．認定の有効期間  公募対象公園施設の工事着手の日から 20年間 

４．指定した公募対象  新宿区霞ヶ丘町及び渋谷区神宮前二丁目各地内 

  公園施設の場所 

５．変 更 内 容  公園地内の地中障害物等への対応などに伴う収支計画の変更 

 


